
下呂市では、家庭においてお子様の中学校卒業後の進路を検討するにあたって、
進学や就職等の準備費用に対する経済的負担の軽減を図るため、「中学校３
年生の児童の保護者等に対し、対象児童１人当たり３万円」を支給いたします

下呂市 高等学校就学準備等支援金のご案内

裏面に続きます。

２ 支援金の額

対象児童１人につき、３万円を支給します。

１ 対象児童

平成20年4月2日～平成21年4月1日生まれで、令和5年9月30日現在で下呂市
内に住民登録がある児童

4 申請方法・支給方法

① 下呂市内に住民登録がある下呂市立の中学校に在籍している中学校３年生の
児童の方は、原則申請不要です。

・学校徴収金口座に振り込みます。なお、口座登録がない場合は口座登録用紙を送付します。
・口座解約・変更等により口座への振込ができない場合は、高等学校就学準備等支援金が支給
されませんので、令和5年10月13日までにお問い合わせ先までご連絡ください。

・本支援金の受取者を配偶者など別の保護者に変更したい場合は、令和5年10月13日までにお
問い合わせ先までご連絡ください。

・支援金の給付を希望しない場合は、令和5年10月13日までにお問い合わせ先までご連絡くだ
さい。

② 上記①以外の方（下呂市内に住民登録があるが下呂市立の中学校に在籍の
ない平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの児童の方）については、
申請が必要です。支援金のご案内・申請書等を送付しますので、必要事項を
記入の上、令和6年1月31日（当日消印有効）までに返送してください。
・申請書に記載の指定口座に振り込みます。

中学校3年生の児童の保護者の方に支援金を支給します

３ 支給対象者

対象児童を監護し生計を同じくする保護者（原則、父母または同居の祖父母）に支
給されます。
※その他、対象児童が委託された里親・ファミリーホーム事業者、対象児童が入所している児童養護施設等の
設置者も支給対象となる場合があります。

5 支給時期

①申請が不要な方：令和５年11月10日（金）に支給します。
②申請が必要な方：申請受付後、順次支給します。

下呂市役所福祉部こども家庭課 電話：0576（52）2882
〒509－2517 岐阜県下呂市萩原町萩原1166-8

お問い合わせは



支給対象
申請が必要です

Ｑ．子どもは岐阜県外に居住しています。支援金の対象になりますか？

Ａ．対象児童が県外に住民登録がある場合、支給対象になりません。

Ｑ．子どもは母と祖父母と同居しており、父は市外に単身赴任しています。誰がどこに申請
すればよいですか？

Ａ．原則として、対象児童と同居されているお母さまからご申請ください。申請先はお子様がお住いの市町
村となります。

Ｑ．子どもは高校に進学せず就職する予定ですが、支援金の対象になりますか？

Ａ．高校進学準備に限った支援金ではございませんので、就職や進路未定の場合も対象となります。

Ｑ．申請者の所得の制限はありますか？

Ａ．申請いただく保護者について所得の制限はございません。

Ｑ．ＤＶ被害により子どもとともに県内の他市町村に避難していますが、どうなりますか？

Ａ．住民票を移さず県内の他市町村に避難している場合、避難者が給付金の支給を受けることができます
ので、住民登録のある市町村にお早めにご相談ください。
なお、その場合は他方の配偶者等は支給を受けられません。

Ｑ＆Ａ

フローチャート

あなた（支給対象者）は中学校３年生（以下「対象児童」という）を養育していますか。

支給対象外です

いいえ

対象児童は令和５年９月３０日時点で岐阜県内に住民票がありますか。

はい

9/30時点に対象児童の住民票が
ある市町村へお問い合わせください

いいえはい

対象児童は令和５年９月３０日時点で下呂市に住民票がありますか。

支給対象
申請不要です

対象児童は下呂市立の中学校に在籍してますか。

いいえはい

はい
いいえ

〇暴力団等に該当する場合は、本支援金の支給対象となりません。
〇口座解約等による振込不能等が原因で支給ができなかった場合、市町村が確認等を行った上で、なお必要な修正ができ
なかったときは支給できません。

〇本支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本支
援金の給付を受けた場合は、支給した本支援金の返還を求めます。

〇申請内容に不明な点があった場合、下呂市から問合せを行うことがありますが、ATM（現金自動預払機）の操作をお願
いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。万が一、不審な電話がかかってきた場
合は、すぐに下呂市役所又は最寄りの警察にご連絡ください。

注意事項


